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第１章 公共施設をとりまく環境と課題 

１－１ 社会環境の変化 

（１） 人口減少・少子高齢化の進行 

本市は、人口減少及び少子高齢化が進行しており、将来人口推計によるとこの流れは更に加速される

ことが予測され、多くの公共施設が建設された時期と比べて、人口の減少とともにその年齢構成にも大

幅な変化が想定されています。 

2015 年における国勢調査の結果である 255,439 人を基準として国立社会保障人口問題研究所が推計

した結果、20年後の 2035 年には 221,512人となり、約 13％減少すると見込まれています。なお、佐世

保市公共施設適正配置・保全基本計画（以下、「基本計画」という。）では、2010年における国勢調査の

結果を基準に推計されたものでしたが、その時点での 2035 年の推計結果は 206,362 人とされていたた

め、結果的には減少傾向がやや緩やかになっています。その理由として、近年の 30～40 歳代の出生率

が実績として上振れしたこと等を受け、合計特殊出生率が上昇したことなどが考えられます。 

いずれにしても、今後の人口減少及び少子高齢化の進行により、余剰となる公共施設が増加するもの

と思われます。また、各個別施設においてはエレベーターの設置や更なるバリアフリー化など、高齢者

への対応ニーズの高まりも想定されます。なお、高齢化率（65歳以上人口の割合）について、2010年は

26％でしたが、2015 年には 29％、2020 年には 30％を超え、2045 年には 35％まで上昇すると予測され

ています。 
 

図 将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別の割合 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 

0 ～ 14歳 13.6% 13.2% 13.2% 12.9% 12.7% 12.6% 12.6% 12.7% 

15 ～ 64歳 60.0% 57.6% 55.3% 54.7% 54.7% 54.3% 53.0% 52.4% 

65歳以上 26.4% 29.1% 31.6% 32.4% 32.7% 33.1% 34.3% 35.0% 

出典：国立社会保障人口問題研究所（平成 30（2018）年推計） 
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（２） 老朽化した施設の急速な増加 

本市の公共施設の約半数は建築後 30年以上が経過しています。また、2009年度までは築 50年を超え

る施設はごくわずかでしたが、2010 年度以降ほぼ毎年約 1 万㎡もの施設が築 50 年を迎えており、2018

年 3月末時点で約 10万㎡の施設が築 50年以上経過しています。なお、基本計画策定時（2016年 3月末

時点）では、築 50 年以上経過した施設は約 8 万㎡だったため、老朽化した施設は着実に増加していま

す。 

今後、築 50 年を超える施設は急速に増加を続け、20 年間にわたって、毎年平均 2 万 8 千㎡ずつ上乗

せが続く見通しとなっています。過去 10 年平均の約 1 万㎡と比較すれば、これまでの約 2.8 倍に及ぶ

急激な老朽化に対応していかなければなりません。 

このような状況から、このままの取組みや体制では対応が追い付かず、老朽化の進行による不具合や

事故の多発により、利用できない施設の発生及びその増加が懸念されます。 

そのため、施設機能の集約化や複合化、廃止など、今後の将来を見据えた適正配置を検討のうえ、必

要な施設における建替えと長寿命化の見極めなど、スピード感のある取組みが求められます。 

 

図 築年別整備状況（2018年 3月末時点） 
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１－２ 公共施設の将来費用推計結果 

本市が保有する施設のうち、基本計画における対象施設（2015度末時点）を全て建替えるとした場合

の費用を推計した結果、今後 40 年間にわたって年平均 86.5 億円となり、過去 10 年間の公共施設等に

かかる投資的経費平均の 45.8億円を大きく上回る計算となります。 

しかし、今後、少子高齢化等により財政状況がますます逼迫することを踏まえると、既存の施設をこ

れまで同様に建替えながら全ての機能を維持し続けることは、大変困難な状況にあることが分かります。 

 

図 将来コスト試算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜試算条件＞ 

    ・建替えの間隔：本市のこれまでの実績を参考に 50年と設定 

    ・建替えの費用：「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書」(※)を参考に設定 

建物の用途 単価 

市民文化系施設、社会教育系施設、行政系施設、産業系施設 40 万円/㎡ 

スポーツ観光系施設、保健福祉系施設、供給処理施設、その他 36 万円/㎡ 

学校教育系施設、子育て支援系施設 33 万円/㎡ 

市営住宅 28 万円/㎡ 

    ・改修にかかる費用：本市の平成 22 年度実績値 

    ・2019年度時点で既に 50年を超えている建物は 2019～2028年度に分割して建替え 
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第２章 計画の位置付け 

２－１ これまでの取組み 

（１） 施設白書の作成（平成 24年 7月） 

「佐世保市施設白書」では、市の保有施設を「市民共有の財産」の一つとして捉え、施設の配置・利

用状況、維持運営に要するコストなどを調査し、その実態を様々な視点から把握・分析したうえで、公

共施設を通した行政サービスの現状と課題を明らかにしました。 

 

（２） 資産活用基本方針の策定（平成 25年 3月） 

「市民の、市民による、市民のための資産」を基本理念に、市有資産を取り巻く課題に対応しつつ、

有効に活用していくための基本的な考え方として「資産の効果的、効率的な利活用」「資産総量の縮減」

「計画的な保全による施設の長寿命化」を掲げました。 

 

（３） 公共施設適正配置方針の策定（平成 26年 10月） 

将来人口や財政状況などの社会経済情勢及び利用実態や老朽化など公共施設の現状を踏まえたうえ

で、資産活用基本方針に掲げる「資産総量の縮減」に向けて、市有施設を適正な配置へ見直すための基

本的な考え方をまとめたものです。 

 

（４） 公共施設保全方針の策定（平成 26年 10月） 

資産活用基本方針に掲げる「計画的な保全による施設の長寿命化」を実現するため、「目標耐用年数と

改修周期の設定による計画保全の導入」「優先順位の設定による財政負担の平準化」「継続的な実態把握

と情報の一元化」を今後の市有施設の保全の方針として定め、目標耐用年数を「80年以上」と掲げまし

た。 

 

（５） 公共施設適正配置・保全基本計画（平成 29年 2月） 

 施設の再編や保全管理の取組みを円滑に進めていくことを目的として、適正配置や長寿命化に向けた

基本的なルールや進め方をあらかじめ定めたものです。 

適正配置に関しては、同じ用途の施設をまとめる集約化や異なる用途をまとめる複合化を進めること

のほか、既存施設の安全性や利用環境の確保を優先するため新規整備を抑制することなどを取組みの基

本として、保有する施設の延床面積について 15％以上の削減を目指すこととしています。 

 

（６） 公共施設等総合管理計画の策定（平成 29年 3月） 

 平成 26 年 4 月に国からインフラを含む全ての公共施設等を対象とした総合的かつ計画的な管理を推

進するための計画の策定についての要請があったことを受け、インフラを含む公共施設等の全体の状況

を把握し、本市を取り巻く現状及び将来の見通しを分析し、これを踏まえたインフラを含む公共施設等

の管理の基本的な方針を定めたものです。 
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２－２ 本計画の位置付け 

 施設白書を皮切りにこれまで策定してきた方針や計画を踏まえ、個別施設毎に今後の具体的なあり方

を定めるものとして本計画を策定し、検討から実施の段階へ移行するものです。 

 

図 計画体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３ 本計画に掲げる取組みの実施について 

（１） 優先順位及び平準化について 

複合化等の施設整備を伴う適正配置の取組みは、多額の事業費を要するとともに、長寿命化改修や建

替えを伴う複合化など、保全の取組みを兼ねる場合があります。そのため、個別に事業計画を立てると、

年度間の財政負担にバラつきや二重投資が生じたり、劣化状況が悪い施設よりも良い施設を先に着手し

て正当性の欠く着手順となってしまう恐れがあります。 

そのため、それぞれの取組みを同一の評価基準により優先順位を設定し、各年度の財政計画や予算編

成との調整を図りながら、一定の事業量で各年度に振り分けることにより、財政負担及び事業量の平準

化と着手順の正当性の確保を図ります。 

 

（２） 優先順位の考え方 

 以下の①から③の 3 つの評価基準の順により優先順位を整理します。ただし、各施設に関する施策の

推進や組織的な効率性の観点から変更すべき事由がある場合は、その理由を明らかにした上で、優先順

位の見直しを行う場合があります。 

 

 

資産活用基本方針

土地 建築物

適正配置方針 保全方針

適正配置・保全基本計画

適正配置・保全実施計画（本計画）

公共施設等総合管理計画

行財政改革推進計画

関連する主な計画

都市計画マスタープラン

佐世保市総合計画

実態把握・分析

佐世保市施設白書
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① 耐震性の確保 

 「佐世保市耐震改修促進計画」、「市有建築物の耐震化推進方針」及び「佐世保市市有建築物耐震化実

施計画」に基づき、市所有の特定既存耐震不適格建築物及び災害時の拠点となる建築物の計画的な耐震

化の推進に取り組むため、対象建築物のうち、耐震性の確保ができていない施設を優先的に取組むこと

により、早期に耐震性の確保を図ります。 

 

② ランニングコストの削減 

集約化や複合化の実施によって管理すべき施設数や延床面積が減少する場合、光熱水費、清掃、警備、

各種設備の保守点検費用など、様々なランニングコストの削減が見込まれます。そのような取組みはよ

り早く実施することで、後年度のコスト削減効果もより大きくなることから、優先的にその実施に取組

みます。 

 

③ 劣化状況及び施設重要度 

施設の劣化の進行は、設計、施工、建設後の維持保全や改修の状況、利用状況、地理的環境など様々

な要因により、個々に進行の度合が異なることから、建築してからの経過年数だけで一概に量ることは

困難です。 

また、災害時の拠点となる建築物や多数の者が利用する建築物、一定規模以上の建築物は、防災上の

役割や安全性及び利用環境の確保の観点から、優先的に改修を実施する必要があります。 

それらの視点は、基本計画において作成した長寿命化改修実施基準表において、劣化状況を指標化し

た「総合劣化度」、施設の重要性により分類する「施設重要度」の 2軸において設定する「保全優先度」

を準用します。 

 

（３） 平準化の手法 

現在保有する施設のうち、耐用年数を超えている施設は約 10万㎡と膨大な量になります。更に今後、

耐用年数を超える施設は毎年 2万㎡ずつ急速に増加していくことが見込まれます。その状況に対する老

朽化対策の遅れは、将来世代への負担の先送りにつながることから、今後の長寿命化改修や建替えなど

の施設の保全にあたっては、老朽化の進行速度に応じた事業量を確保していく必要があります。 

その事業量は、基本計画において作成した長寿命化改修実施基準表に用いた基準面積（基本計画 P95

参照）を基に進捗に応じて再設定を行います。なお、基本計画において延床面積の削減目標として定め

た 15％以上削減を考慮し、基準面積の 85％を総事業量の目安として平準化を図ります。 
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第３章 適正配置実施計画 

３－１ 計画策定の目的と計画期間 

 本計画は、基本計画に基づき、個別施設の今後の方向性、具体的な対応手段、実施時期の目安を定め

るものです。計画期間は、基本計画における計画期間 20年間を 4つに区切った 5年単位とします。 

 

図 基本計画と実施計画の計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 対象施設 

本計画の策定にあたり全ての基本計画対象施設において検討を行い、そのうち、第 1期において集約

化や複合化など適正配置の取組みに着手する施設を掲載しています。そのため、事業の実施完了は第 2

期以降となる場合も含まれます。 

 

３－３ 第１期の実施計画における基本的な考え方 

 第１期では、まず遊休施設や遊休スペースの解消によるムダの削減をテーマとして重点的に実施する

ものとし、行政サービスの低下は最小限に抑えつつ、基本計画の目標達成に向けて総量縮減を進めます。

第２期以降に向けては、用途別に適正規模の判断基準を定め、これに基づいて適正配置の取組みが進め

られるよう整理、検討する必要があります。 

 

３－４ 具体案における検討の方向性 

（１） 基本計画における用途別方針を原則 

 同じ用途の施設であっても、地域によって規模や運営形態にばらつきが生じています。そのため、公

平性や一貫性の観点から、基本計画において施設の用途別方針として「施設再編の考え方と方向性」を

定めており、原則としてその考え方に沿った取組みを進めることとします。 

 

（２） 稼働率の状況から判断 

 建設当時からの社会環境の変化等により、著しく稼働率が低い施設が存在します。それらの施設は単

独での維持管理を継続するのではなく、近隣の同じ機能を持つ施設との集約化や複合化を進めます。 

 

 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

実 施 計 画

第1期（2017～2021)

基 本 計 画

第2期（2022～2026) 第3期（2027～2031) 第4期（2032～2036)

（年度）
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（３） ライフサイクルコストにより比較検討 

 建築物の維持していくためには、屋根・屋上防水や外壁の改修、空調などの設備の更新が定期的に必

要であり、多額の経費を要します。それらに要する費用の合計は、建物の生涯で要する費用としてライ

フサイクルコストと呼ばれています。基本計画における老朽化への対応としては、長寿命化改修を原則

としているものの、縮小して建替えや、民間施設の利用などライフサイクルコストで比較し、有利とな

る方策を選択することとしています。 

 

（４） 社会情勢を踏まえた必要性の整理 

 公共施設の中には、類似のサービスを民間が提供している場合があります。その場合、市が自ら運営

主体として関与する必要性や代替の可能性を検証し、可能な限り民間へ委ねることを基本とします。 

 

（５） 廃止した施設の有効活用 

廃止または複合化等によって不要となった施設は基本的に売却等による処分を行いますが、地域から

の要望や避難所機能の代替確保などにおいて必要性があれば、耐用年数の残存期間内に限り、直ちに処

分するのではなく、暫定的な利活用の視点による検討も行います。 

 

３－５ 実施計画による効果 

３－５－１ 延床面積の削減効果 

（１） 基本計画で掲げる延床面積の削減目標 

 基本計画において、人口減少や類似自治体との保有量や目標設定状況の比較、将来の必要経費等から

総合的に検討した結果、計画期間における延床面積の削減目標を以下のとおり設定しました。 

 

 

 

 

 

 

（２） 延床面積の削減効果 

 基本計画に掲げる削減目標は、計画期間の 20 年間で 15％以上の削減としていることから、5 年間を

計画期間とする実施計画の削減目標は、3.75％（15％÷20年×5年）以上の削減となりますが、平成 29

年度末までの実績を考慮し、平成 33年度の削減目標を 4.97％としています。 

第 1 期計画期間における削減見込みを試算すると、3.9％（31,701 ㎡）の削減が見込まれ、その内訳

は、平成 29年度までの取組みが 2.7％（21,989 ㎡）、平成 30年度の取組みが 0.03％（251㎡）、本計画

の実施による削減見込みが 1.2％（9,461㎡）です。 

なお、平成 29 年度までの取組みは、基本計画策定以前から個別に見直しを行った学校の統廃合や支

所及び公民館の複合化等によるものです。 

 

 

 

● 新たな施設整備が必要となった場合、例えば新規整備により 5％相当の増加が見込まれる

際は、目標値の上乗せを行い、20％以上の削減を図るものとします。 

● 現在保有している施設の延床面積については１５％以上の削減を目標とします。 
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表 延床面積の削減効果 

 削減率 延床面積 

基本計画対象施設（H27年度末） - 808,136㎡ 
   

基本計画における削減目標(H29～H48) ▲15.0％ ▲121,220㎡ 

 第 1期における成果目標(H29～H33) ▲4.97％ ▲40,164㎡ 
    

第 1期における削減見込み(H29～H33) ▲3.9％ ▲31,701㎡ 

 内
訳 

平成 29年度までの取組み ▲2.7％ ▲21,989㎡ 

平成 30年度の取組み ▲0.03％ ▲251㎡ 

本計画に基づく取組み ▲1.2％ ▲9,461㎡ 

※ 内訳は端数処理により合計と一致しない場合があります。 
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３－６ 実施計画（用途別） 

３－６－１ 学校等教育施設 

（１） 小学校 

 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021 年度 

1 世知原小学校（屋内運動場） 1974 700㎡ 

世知原地区公民館体育室と複合化し、公民館講堂を併設
した施設を整備（実施中） 

実施設計 建築工事 
旧屋内運動場解体 

外構工事 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

３－６－２ 文化交流施設 

（１） 公民館 

設置目的 

 学校教育法及び各施設の条例に基づき公立小学校として設置されている施設です。 

実施計画における考え方と実施内容 

 世知原小学校屋内運動場と世知原地区公民館体育室を複合化した施設として、２つの機能を併設した

施設を整備します。 

設置目的 

 社会教育法及び各施設の条例に基づき、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事

業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の

増進に寄与することを目的とし、町内会活動やサークル活動をはじめとする市民の生涯学習・地域活動

の場となっています。 

実施計画における考え方と実施内容 

 適正配置方針において、公民館は地域における核施設とし、支所など近隣施設と複合化する際の集約

先とするとしており、既存の配置を維持します。 

 単独で設置する地区公民館と支所については、築年数が新しい方の施設への複合化を基本とし、周辺

に隣接する施設についても可能な限り複合化しつつ、既存施設の状態、周辺状況、建替えも選択肢に

含めた改修事業費等を比較考慮し、手法を選択します。 

 第 2 期佐世保市地域コミュニティ推進計画（平成 30 年 3 月）において、地区公民館からコミュニティセ

ンター（仮称）への移行する方針を示しています。なお、その際は分館的機能を有する公民館図書室の

必要性や事務事業の整理、効果的な所管のあり方について検討を行います。 

 建設当初から社会的背景が大きく変化していること、施設によって部屋機能の偏りがあること、またコミュ

ニティセンター（仮称）へ移行する方針を示していることから、その見直しに合せて必要な部屋機能と規

模の基準について整理を行い、効果的・効率的な施設運営及び適正機能の整理に応じた取組みを行

います。 

 吉井地区公民館は、耐震性が不足している吉井支所や、福井洞窟の学習・観光の拠点の一つとして整

備する福井洞窟ガイダンス施設（仮称）との複合施設を建設中です。 

 世知原地区公民館体育室と世知原小学校屋内運動場を複合化した施設として、世知原地区公民館講

堂と小学校屋内運動場を併設した施設を整備します。 

 小佐々地区公民館は、伝習館も含め小佐々支所の遊休スペースへ移転複合化に向けて検討を進めま

す。 

 江迎地区公民館については、江迎支所の現在の建物が長期的に使用可能と見込める場合は、江迎支
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施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021 年度 

1 吉井地区公民館 1971 2,805㎡ 
吉井支所と複合化（実施中） 

建築工事 
移転 

旧公民館解体 
－ 

2 世知原地区公民館（体育室） 1970 963㎡ 

世知原小学校屋内運動場と複合化し、公民館講堂と小
学校屋内運動場を併設した施設を整備（実施中） 

実施設計 
旧公民館解体 

建築工事 － 

3 

小佐々地区公民館 1980 1,467㎡ 
小佐々支所へ複合化 

基本構想 実施設計 移転 

 伝習館 1993 166㎡ 
小佐々支所へ複合化 

基本構想 実施設計 移転 

4 江迎地区公民館 1973 1,121㎡ 
江迎支所と複合化 

基本構想 基本設計 実施設計 

5 

鹿町地区公民館 1979 1,902㎡ 
鹿町支所を複合化 

改修工事 － － 

 歴史民俗資料室 1984 478㎡ 
一部機能を鹿町地区公民館へ複合化 

移転 － － 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

（２） 博物館・資料館 

 

施設名 
現状 第 1 期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021 年度 

1 小佐々郷土館 1988 352㎡ 
小佐々支所へ複合化 

基本構想 実施設計 移転 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

所の長寿命化改修と同時に移転複合化に向けた検討を進めます。  

 鹿町地区公民館は、老朽化が著しく業務に支障が生じる恐れのある鹿町支所を移転複合化します。な

お、鹿町地区公民館は規模が過大であることから、将来的には長寿命化ではなく、縮小建替えに向け

た検討を進めます。 

設置目的 

 各施設の条例に基づき、地域の歴史、風俗を現代に伝えるために、史料や郷土資料、美術資料などを

展示し、市民の文化活動、社会教育活動を担う施設として維持しています。 

実施計画における考え方と実施内容 

 利用者が少ない施設については、今後のあり方の抜本的な見直しを行い、貴重と認められる資料の展

示機能は利便性及び効率性の観点から、近隣施設への複合化により可能な限り維持します。 

 複合化による機能移転後の施設については、耐用年数の範囲内において、別用途への活用を検討し

ますが、これがない場合には、速やかに解体します。 
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３－６－３ スポーツ施設 

（１） スポーツ施設（グラウンド系） 

 

施設名 
現状 第 1 期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021 年度 

1 世知原野球場 1982 156㎡ 

部分的施設解体 
多目的運動広場へ変更 

－ 解体工事 － 

2 中央公園 1962 191㎡ 
用途変更（グラウンドから屋内遊び場等へ） 

－ 実施設計・建設工事 

3 エビスヶ丘公園 1968 22㎡ 

宇久野球場、宇久陸上競技場の集約化に伴う 
必要設備の整備 

－ 改修工事 － 

- 宇久野球場 1999 599㎡ 
エビスヶ丘公園へ集約化（H34年度以降） 

－ － － 

- 宇久陸上競技場 2000 222㎡ 
エビスヶ丘公園へ集約化（H34年度以降） 

－ － － 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

設置目的 

 スポーツ基本法及び各施設の条例に基づき、市民に体育及びレクリエーションの場等を提供

し、本市における体育・スポーツの振興を図るとともに、市民の健全な心身の育成と明るく豊

かな市民生活の形成に寄与しています。 

 都市公園に設置された多目的広場については、都市公園法に基づき公共の福祉に資することを

目的としています。 

実施計画における考え方と実施内容 

 同一の中学校区内に類似する機能が複数ある場合は、稼働状況を踏まえたうえで、1 箇所を原則とし

て、機能の集約化を行います。 

 野球場は 3箇所（総合グラウンド野球場、吉井野球場、千鳥越野球場）を維持します。 

 中央公園については、名切地区まちづくり構想（平成 29年 1月）により、用途変更とします。 

 世知原野球場については、老朽化設備を撤去したうえで、多目的化します（引き続き野球場としての使

用を妨げるものではありません）。また、今後、民間活用をはじめとした管理運営方法の見直しについて

検討が必要です。 

 宇久野球場、宇久陸上競技場については、その稼働状況から、機能をエビスヶ丘公園へ集約化するこ

ととし、施設を廃止または休止します。 
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３－６－４ 子育て支援施設 

（１） 幼稚園 

 

施設名 
現状 第 1 期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021 年度 

1 天神幼稚園 1966 567㎡ 
機能廃止 

－ 機能廃止 － 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

３－６－５ 保健福祉施設 

（１） 保健福祉施設 

 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021年度 

1 江迎高齢者生活福祉センター 2005 477㎡ 
民営化 

民営化に向けた検討、準備 

2 江迎特別養護老人ホーム老福荘 2005 5,511㎡ 
民営化 

民営化に向けた検討、準備 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

設置目的 

 学校教育法及び各施設の条例に基づき、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を

保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的と

して設置されています。 

実施計画における考え方と実施内容 

 老朽化及び定員数と園児数に乖離が生じた施設については、保育需要の将来見通しや民間施設の設

置状況を踏まえつつ、次期「新させぼっ子未来プラン」（2019 年度策定予定）との整合を図りながら、建

て替え、集約化、規模の見直し等を行います。 

設置目的 

 各施設の関係法令及び条例に基づき、高齢者の生活支援、障がい者の就労支援など福祉の充実を図

るもののほか、健康の増進や機能訓練を目的としたものなど、それぞれの施設に多様な役割を持ち設

置されています。 

実施計画における考え方と実施内容 

 各施設の設置目的や施策としての有効性・効率性の観点から、機能としてのあり方を十分に検証したう

えで、直営又は民間移譲等の将来の方向性を検討する必要があります。その上で民間への代替が利

かず、行政がサービスを担う必要性がある場合と判断される機能については、今後も維持していきます

が、老朽化が進む施設については、移転・複合化、若しくは長寿命化などの保全を行います。 

 江迎高齢者生活福祉センター及び江迎特別養護老人ホーム老福荘は、第 2 期の民営化の実施に向

けた検討、準備を進めます。 
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３－６－６ 支所等施設 

（１） 支所・行政センター 

 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021 年度 

1 小佐々支所 1999 2,973 ㎡ 
小佐々地区公民館、伝習館、郷土館を複合化 

基本構想 実施設計 改修工事 

2 吉井支所 1966 1,360 ㎡ 
吉井地区公民館と複合化（実施中） 

建築工事 移転 － 

3 江迎支所 1970 1,778 ㎡ 
江迎地区公民館と複合化 

基本構想 基本設計 実施設計 

4 鹿町支所 1959 1,581 ㎡ 
鹿町地区公民館へ複合化 

改修工事・移転 － － 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

 

 

設置目的 

 設置条例に基づき、主として管轄区域内において市民生活に密接な関わりのある各種の届出・申請の

受付や、証明書の発行、税等の収納等の窓口業務のほか、地域支援業務などを行い、市民に身近な

行政の出先機関として各地域に配置されています。 

実施計画における考え方と実施内容 

 単独で設置する支所と地区公民館については、築年数が新しい方の施設への複合化を基本とし、周辺

に隣接する施設についても可能な限り複合化しつつ、既存施設の状態、周辺状況、建替えも選択肢に

含めた改修事業費等を比較考慮し、手法を選択します。吉井支所は、吉井地区公民館や福井洞窟の

学習・観光の拠点の一つとして整備する福井洞窟ガイダンス施設（仮称）との複合施設を建設中です。 

 小佐々支所の遊休スペースへ、伝習館も含め小佐々地区公民館の移転複合化に向けて検討を進めま

す。 

 吉井支所は、吉井地区公民館や福井洞窟の学習・観光の拠点の一つとして整備する福井洞窟ガイダ

ンス施設（仮称）との複合施設を建設中です。 

 江迎支所の現在の建物が長期的に使用可能と見込める場合は、長寿命化改修と同時に江迎地区公

民館の複合化に向けた検討を進めます。 

 鹿町支所は、老朽化が著しく業務に支障が生じる恐れがあることから、鹿町地区公民館へ移転複合化

します。なお、鹿町地区公民館は規模が過大であることから、将来的には長寿命化ではなく、縮小建替

えに向けた検討を進めます。 
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３－６－７ その他施設 

（１） 観光・レジャー施設 

 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021年度 

1 交通公園センター 1972 793㎡ 
用途変更 

用途変更 － － 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

（２） 消防施設 

 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021年度 

1 消防団第１１分団格納庫 1978 116㎡ 
第１２分団格納庫と集約化 

－ 実施設計 建築工事 

2 消防団第１２分団格納庫 1973 123㎡ 
第１１分団格納庫と集約化 

－ 実施設計 建築工事 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

（３） 宿舎（公舎） 

 

 

設置目的 

 各施設の設置条例等に基づき、市外から観光客の誘致促進を目的とした施設や、市民が快適で健康

的な生活が送られるようレジャーを楽しむためなどに設置されています。 

 一部の施設には、体験を通じて学習するための機能を備えた施設もあります。 

実施計画における考え方と実施内容 

 各施設の設置目的や施策としての有効性・効率性の観点から、機能としてのあり方を十分に検証したう

えで将来の方向性を決定します。検証の結果、課題を抱える施設については、将来見通しや市民の意

見等を踏まえながら廃止や複合化、規模や設備の適正化等についてを検討します。一方で、観光需要

が一定程度見込まれる場合には、民間活力による一層の利用促進・活性化を研究します。 

設置目的 

 消防組織法に基づき、住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、災害を防除し、被害

を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を行う拠点施設として設置しています。また、消防団格納

庫、分駐所を設置しています。 

実施計画における考え方と実施内容 

 消防団の格納庫等は、分団の適正配置を考慮して再編を検討します。 

設置目的 

 職務上の必要により一定の地域に居住させる必要がある職員を入居させるための施設として設置して

います。 

実施計画における考え方と実施内容 

 共同利用や集約化及び民間施設の活用など効率的な利用及び管理手法について検討を進めます。 
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施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021年度 

1 東京事務所公舎 1970 199㎡ 
機能見直しのうえ、施設廃止 

－ － 計画策定 

2 黒島小中学校教員住宅 1968 904㎡ 
戸数の縮小 

設計・解体 建築工事 外構工事 

3 宇久小教員住宅 1971 952㎡ 
戸数の縮小 

－ 解体 － 

4 宇久中教員住宅 1972 867㎡ 
戸数の縮小 

－ 実施設計 建築工事 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

（４） その他 

 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021年度 

1 文化財整理室 1962 695㎡ 
施設廃止 

－ 改修工事・移転 － 

2 浅子町梶の浦地区公衆便所 1994 5㎡ 
機能廃止 

機能廃止 － － 

3 橋ノ元バス停横公衆便所 1968 6㎡ 
機能廃止 

機能廃止 － － 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画における考え方と実施内容 

 文化財整理室は、旧児童文化館を利用していますが、名切地区まちづくり構想において、再開発が予

定されており、早急な移転が必要となっています。このため、今後における機能としてのあり方を踏ま

え、移転先について、検討を進めます。 

 郊外などに設置されている公衆便所については、利用頻度が少なく、公共性の観点から、公的施設と

しての必要性に乏しいと判断されるものは、地元との協議のうえ、譲渡または廃止に向けて、随時進め

てまいります。 
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３－７ 実施済みの施設 

基本計画を策定した平成 29 年 2 月から本計画の策定までの間において、学校の統廃合や支所及び公

民館の複合化等を実施した施設は以下の通りです。 

 

表 実施済みの施設 

実施 
年度 

施設名 
現状 

第 1期（～2021）における実施内容 
建築年度 延床面積 

H28 1 船越小学校 1963 3,091㎡ 庵浦小学校及び俵浦小学校を集約化 

H28 2 庵浦小学校 1966 1,688㎡ 船越小学校へ集約化 

H28 3 俵浦小学校 1967 2,345㎡ 船越小学校へ集約化 

H28 4 小佐々農民センター 1992 235㎡ 児童クラブへ用途変更 

H28 5 市民会館 1962 4,417㎡ 機能廃止 

H28 6 三川内幼稚園 1975 439㎡ 児童クラブへ用途変更 

H28 7 針尾幼稚園 1972 460㎡ 機能廃止 

H28 8 中里幼稚園 1971 540㎡ 小学校へ用途変更 

H28 9 世知原幼稚園 1978 651㎡ 機能廃止 

H28 10 小佐々幼稚園 1982 723㎡ 機能廃止 

H28 11 老人福祉センターつくも荘 1982 286㎡ 機能廃止 

H28 12 虚空蔵無線中継所局舎 1972 13㎡ 機能廃止 

H28 13 黒島公衆便所 1978 10㎡ 機能廃止 

H28 14 冷水岳入口バス停公衆便所 1970 6㎡ 機能廃止 

H28 15 歌ヶ浦地区公衆便所 1963 6㎡ 機能廃止 

H29 16 宇久シーパークホテル 1999 1,598㎡ 機能廃止 

H29 17 えむかえ活性化施設 2006 119㎡ 民間譲渡 

H29 18 烏帽子無線中継所 1968 10㎡ 機能廃止 

H29 19 江迎活性化協議会会議室 1988 263㎡ 児童クラブへ用途変更 

H29 20 旧花園中学校 1961 5,397㎡ 民間譲渡 

H30 21 黒島小学校 1964 2,329㎡ 義務教育学校として複合化 

H30 22 浅子小学校 1981 1,461㎡ 義務教育学校化 

H30 23 黒島中学校 1976 1,213㎡ 義務教育学校として複合化 

H30 24 浅子中学校 1964 2,015㎡ 義務教育学校化 

H30 25 相浦地区公民館 1976 1,357㎡ 相浦支所及び相浦公会堂と複合化 

H30 26 世知原地区公民館 1970 1,038㎡ 世知原支所へ複合化 

H30 27 相浦公会堂 1963 742㎡ 相浦地区公民館、相浦支所と複合化 

H30 28 相浦地区公民館図書室 1976 127㎡ 相浦支所及び相浦公会堂と複合化 

H30 29 世知原地区公民館図書室 1970 51㎡ 世知原支所へ複合化 

H30 30 相浦支所 1963 638㎡ 相浦地区公民館及び相浦公会堂と複合化 

H30 31 世知原支所 1988 2,631㎡ 世知原地区公民館を複合化 
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H30 32 東部保健福祉センター 2004 319㎡ 用途変更 

H30 33 石盛無線中継所 1972 10㎡ 機能廃止 

H30 34 楠栖小学校前公衆便所 1987 6㎡ 機能廃止 

H30 35 大屋地区公民館横公衆便所 不明 11㎡ 機能廃止 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 
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第４章 保全実施計画 

４－１ 保全実施計画の策定にあたって 

（１） 計画策定の目的 

 本計画は、基本計画に基づき、「計画的な保全による施設の長寿命化」を進めるにあたって、施設ごと

の維持保全を計画的に行う具体的な実施計画として策定するものです。 

 

（２） 計画期間 

本計画の計画期間は 2017年度から 2021年度までの 5年間とします。 

 

表 実施計画の計画期間 

2017年度 
～2021年度 
（5年間） 

2022年度 
～2026年度 
（5年間） 

2027年度 
～2031年度 
（5年間） 

2032年度 
～2036年度 
（5年間） 

2037年度 
～2056年度 
（20年間） 

保全方針 

基本計画  

第 1期 

保全実施計画 

第 2期 

保全実施計画 

第 3期 

保全実施計画 

第 4期 

保全実施計画 

 

 

（３） 保全対象施設 

本計画における保全対象施設は、以下のとおりです。 

同じ施設の中に複数の棟が存在する場合があり、それぞれの棟ごとに築年数や状況が違うため、棟ご

とに区分しています。 

 

表 計画対象棟数内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成29年度末現在）
棟数 備考

611棟

規模要件 1,214棟
効率性の観点から100㎡未満の建物（倉庫等）は対象外とします。な
お、100㎡未満であっても他の施設と一体的に検討が必要な建物
や、用途全体で検討が必要な施設等は対象としています。

用途要件 67棟

行政財産として使用しておらず、今後も継続して利用する見込みが
ない施設（市民会館等）は対象外とします。ただし、普通財産であっ
ても、児童クラブや公舎など政策として特定の用途に供している施設
や、将来的に行政財産として利用する見込みがある施設等は対象と
しています。

その他の要件 56棟

別の会計や個別の計画により管理されている以下のような施設は
対象外とします。
・独立採算が原則となる企業会計や主に独自の収入により施設を維
持している住宅事業などの特別会計に属する施設
・大規模な施設など、個別に計画を策定している施設（本庁舎等）
・特殊な機能を有する施設で、個別に検討を要する施設など

1,948棟 …適正配置対象施設

対象外施設

保全対象施設

合　計

区分
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表 保全対象施設用途別集計表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２ 目指すべき保全の取組み 

（１） 事後保全から予防保全へ 

 安全性を確保しつつ、機能的な施設を提供するため、不具合や故障が生じた後に実施する「事後保全」

から、計画的な点検・改修等により未然に不具合を防ぐ「予防保全」への移行を目指します。「予防保全」

へ移行することによって、長期的にはコストを削減でき、財政の平準化を図ることも可能となります。 

 

表 事後保全及び予防保全のメリットとデメリット 

 メリット デメリット 

事後保全 

・短期的なコスト減少 ・長期的なコスト増加 

・突発的な事故が多発する 

・事故発生の際の責任が大きい 

予防保全 

・長期的なコスト減少 

・突発的な事故が減る 

・長寿命化が図れる 

・費用の可視化により平準化が図れる 

・短期的なコスト増加 

 

図 JIS（Z 8115-2000）で規定される保全方式の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状態監視に基づく保全

予定の時間間隔で行う保全

アイテムが予定の累積動作

時間に達した時、行う保全

保全：

アイテムを使用及び運用可能状態に維持し、又は故障、欠点などを回復するためのすべ

ての処置及び活動。

状態監視：

アイテムの使用及び使用中の動作状

態の確認、劣化傾向の検出、故障及

び欠点の確認、故障に至る経過の記

録及び追跡などの目的で、ある時点

での動作値及びその傾向を監視する

行為。

監視は、連続的、間接的又は定期的

に点検・試験・計測・警報などの手段

又は装置によって行う。

緊急保全

通常事後保全
フォールト発見後、アイテムを

要求機能遂行状態に修復させ

るために行われる保全

保
全

アイテムの使用中の故障の発

生を未然に防止するために、

規定の間隔又は基準に従って

遂行し、アイテムの機能劣化

又は故障の確立を低減するた

めに行う保全

予防保全

時間計画保全

状態監視保全

事後保全

定期保全

経時保全

定められた時間計画に従って

遂行される予防保全

（平成29年度末現在）
大分類 小分類 棟数 延床面積 面積割合

学校教育施設 小学校、中学校、その他の教育施設 386棟 384,370.28㎡ 65%

文化交流施設 公民館、集会施設、図書館、博物館など 54棟 55,854.66㎡ 9%

スポーツ施設 体育館、グラウンド系、テニス場、プールなど 31棟 45,494.41㎡ 8%

子育て支援施設 保育所、幼稚園、児童センター、児童クラブなど 16棟 8,863.14㎡ 2%

保健福祉施設 保健福祉施設 6棟 12,362.30㎡ 2%

支所等施設 支所、行政センター 7棟 12,046.30㎡ 2%

その他の施設
観光・レジャー施設、農村交流施設、給食センター、消防
施設、港湾・旅客施設、水産施設など

111棟 69,779.39㎡ 12%

611棟 588,770.48㎡ 100%合計
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（２） 保全サイクル 

事後保全から予防保全へ移行するためには、計画的な保全を行う必要があります。 

そのため、平成 26年 3月に定めた「佐世保市公共施設保全方針」において、鉄筋コンクリート造等の

建築物については、目標耐用年数を 80年以上とし、その間の「保全サイクル」を設定しました。 

下図のとおり、目安となる築年数に応じて、「部位別改修」、「健全性調査」、「長寿命化改修」及び「中

規模改修」を実施する必要があります。 

 

図 保全サイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 部位別改修について（長寿命化改修の実施まで） 

今後も厳しい財政状況が見込まれることから、すべての施設のすべての部位を改修していくための財

源を確保することは困難なため、どの施設のどの部位から改修すべきなのか、全庁横断的な判断に基づ

く効率的で効果的な予算配分が求められます。 

そのため、長寿命化改修を実施するまでは、予防保全方式の中でも「状態監視保全」を保全の基軸と

しつつ、劣化の進行状況を把握することによって改修を必要とする部位を抽出し、全庁横断的にその結

果を集約して、優先度を判定のうえ、改修の実施を判断していきます。 

経年

（年）

性能
（劣化度）

20 8040

経年による機能・性能の劣化

竣工
60

建替え

健全性調査

築20年～築39年
（長寿命化改修の実施まで）

部位別改修

定期点検等により劣化状況を把
握し、全庁横断的に優先度を判
定し、効率的・効果的に改修

・屋上防水の更新

・外壁の再塗装

・内部壁の再塗装

・給排水設備の一部更新

・空調設備の更新 など

※ 基本的に部位毎に改修

築40年
（基準）

長寿命化改修

全面的な改修に加え、社会的要
求（省エネ化、ライフラインの
更新等）に応じた改修も行い、
機能を向上

・屋上防水の更新

・外壁の再塗装

・外部開口部の更新

・床、壁、天井の更新

・受変電設備の更新

・給排水設備の更新

・衛生器具の交換

・空調設備の更新 など

長寿命化改修から20年後
（基準）

中規模改修

経年により通常発生する損耗、
機能低下に対する復旧措置に加
え、社会的要求も一部反映

・屋上防水の更新

・外壁の再塗装

・内部壁の再塗装

・給排水設備の一部更新

・空調設備の更新 など

主
な
工
事
内
容

主
な
工
事
内
容

主
な
工
事
内
容

状態監視保全 時間計画保全 
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図 部位別改修優先度評価の流れ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 健全性調査について 

佐世保市公共施設保全方針で掲げる「鉄筋コンクリート造等の建築物の目標耐用年数 80 年以上」を

実現するため、築 40年経過を目安に長寿命化改修を実施することとしています。 

 長寿命化改修では、構造体は既存のままで、建物全体を一新することにより、施設の機能や性能を新

築と同等に引き上げ、その後も長期的な使用を図る改修を行いますが、その実施においては構造体の健

全性が重要な判断材料となります。 

 そのため、平成 30 年 3 月に、佐世保市が行う長寿命化改修の実施にあたって重要な判断材料となる

構造体の健全性を定量的に調査・評価するための手法をとりまとめました。 

 この構造体健全性調査により、残存寿命が 40 年以上あると評価された建築物については、別途に設

定した優先順位に基づき、長寿命化改修を実施していきます。 

 

 

主管課 営繕課 資産経営課（仮称） 財政課

点検
　・法定点検
　・日常点検　など

点検結果の集約・整理

次年度改修希望箇所
の選定

次年度改修予算の調整

資産活用推進会議にて
優先度評価内容の確認

見積り依頼

積算見積り

次年度予算要求

査定

予算化・改修実施

優先度評価
　・点検結果を改修希望箇所に反映
　（法令違反や安全上問題がある箇所がないかなど）
　・現地調査
　・工法、範囲等が適切か確認
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図 構造体健全性調査・評価のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※設計図書がない場合

予備調査

二次調査

スタート

③現地実態予備調査
（設計図書との照合、仕上げの確認等）

④目視調査
（ひび割れ状況等の目視調査）

エンド

事前調査

一次調査

健全性評価

⑤配筋探査
（鉄筋深さの確認）

⑥調査位置の設定
（圧縮強度・中性化深さ・鉄筋腐食度・
塩化物含有量等の調査位置を設定）

⑦本調査の実施
（コアドリルによる供試体採取および
はつり調査による鉄筋腐食度確認等）

⑧公的機関による各種試験の実施

⑨総合評価に必要な諸数値の整理・分析
（中性化深さ、鉄筋の腐食度、圧縮強度等）

⑩構造体健全性評価の実施

①設計図書の確認
（原設計図、耐震診断報告書等の確認）

②災害履歴の確認・
調査地の地域特性の把握

①’設計図書がない場合の調査



24 
 

図 評価表のイメージ 

 

 

（５） 長寿命化改修について 

 長寿命化改修とは、老朽化した建物について、物理的な不具合を直し耐久性を高めることに加え、建

物の機能や性能を現在の学校が求められている水準まで引き上げる改修を行う事です。 

 

表 建替え及び長寿命化改修のメリットとデメリット 

 メリット デメリット 

建替え 
・設計や施工上の制約が少ない。 ・工事に時間と費用がかかる。 

・廃棄物が大量に発生する。 

長寿命化改修 

・工期の短縮、工事費の縮減ができる。 

・廃棄物が少ない。 

・設計及び施工上の制約が多い。 

（柱・耐力壁などの既存躯体を利用するため

間取りの変更する場合は制約が生じる場合が

ある。計画には十分な検討が必要。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）

Ⅰ～Ⅲ Ⅰ～Ⅲ Ⅰ～Ⅲ Ⅰ～Ⅲ Ⅰ～Ⅲ Ⅰ～Ⅲ Ⅰ～Ⅲ Ⅰ～Ⅲ Ⅰ～Ⅲ Ⅰ～Ⅲ Ⅰ～Ⅲ Ⅰ～Ⅲ Ⅰ～Ⅲ

S53 3 H21 12 H29 12 39 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ 60 年以上 60 年以上 60 年以上 100 年以上 40 73 80 49 無 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

■構造体健全性評価のまとめ（各調査項目の評価結果／残存耐用年数／総合評価／参考評価）

mm

30 mm

40 ○ mm

50 %

60 %

70

80

90

mm

30 mm

40 mm

50 %

60 %

70

80

90

Ⅲ

Ⅲ

Σ＝

表面のみのスケーリング等

Ⅰ、Ⅲ以外

躯体の剥落等

Ⅲ

0.100100.0

被災(火災)面積1%未満

被災(火災)面積5%未満

被災(火災)面積5%以上

被災(震度6強以上の地震)

被災(土砂災害、地滑り等)

②中性化（屋内）

②中性化（屋外）

①圧縮強度

項目

Ⅱ

測定数の合計

鉄筋深さの

分布(屋外)

縦軸：探査数

横軸：鉄筋深さ

　　　(mm)

鉄筋深さの

分布(屋内)

縦軸：探査数

横軸：鉄筋深さ

　　　(mm)

③鉄筋腐食度

0.05033.3

100.0

mm未満

mm未満

mm未満

鉄筋深さ

mm未満

mm未満

mm未満

◆残存耐用年数 ◆総合評価

項目

18.1 再評価不要

◆参考評価（耐震性の再検証の確認）

①圧縮強度

設計基準強度比 コア圧縮強度(最小値) 再評価の要否

102.8

⑥環境条件

⑤塩化物量

④ひび割れ

③鉄筋腐食度

⑧被災履歴

⑦凍害

⑥環境条件

⑤塩化物量

④ひび割れ

66.6

66.666.6

Ⅱ

0.025

0.025

1.000

Ⅲ 33.3

合計

屋内

屋外(ひび割れ部)

屋外(一般部)

02002

15 0 4 2 1

0 1

0

屋外(不良部)

14%

0.038

Ⅰ 0.038

Ⅰ

なし

腐食度評価用

の見付面積

【ウ】

◆劣化状況／総合評価

Ⅰ

107.3214.5

22.0

評価結果 施設名称を記入

鉄筋

深さ

仕上げ

厚さ

かぶり

厚さ

漏

水

過

積

載施設名称

④ひび割れ①圧縮強度

ひび割れ部

長さ(合計)

m
最小値

被災履歴凍害による変状

Ⅰ

設計基準強度

21.0 18.1

mm

仕上げ

厚さ

mm

かぶり

厚さ

中性化

mm未満

mm

深さ

(測定値)

mm

中性化による残存耐用年数（最小値）

β γ

mm

◆鉄筋深さ

◆中性化による残存耐用年数

評価

mm

評点

Ⅱ

標高

海岸

からの

距離

km

立地環境

耐震

基準

耐震

診断

100年以上

Ⅱ

⑥環境条件（外来塩化物による劣化の影響度）

◆構造体健全性 ◆日常安全性

0.300

0

0

0

Ⅰ

耐震安全性
耐

震

診

断

年

月

耐

震

診

断

時

経

年

指

標

建物

用途

地上/

地下

評価

重み係数

Ⅲ

Ⅲ

4.6

4.7

Ⅱ

Ⅲ

なし

なし

なし

なし

なし

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

施設概要

調

査

年

月

0.9831,485 4/0 29.1 2.30 旧 済 済

調査

番号

3000

建築

年月

㎡

延床

面積
階数

建物名称

(棟番号)

耐震

補強

各調査項目の評価結果

⑧

被

災

履

歴

①

圧

縮

強

度

②

中

性

化

(

屋

外

)

②

中

性

化

(

屋

内

)

③

鉄

筋

腐

食

度

項目評価

Ⅰ

評点

0.200

0.200

0.100

Ⅱ

②中性化（屋内）

66.6

73.3

⑧被災履歴

⑦凍害 Ⅰ

0.150

総合評価劣化状況

79.9

0.150

Ⅰ

66.6

残存耐用年数

33.3

100.0

評点

100.0

Σ＝ 1.200

100.0

33.3

評点 重み係数

Ⅲ 0.075

Ⅱ 66.6

100.0

②中性化（屋外）

0.300

0.075

Ⅲ

50m 以内(準塩害環境) 　　

　　 　　

　　 ○

0.50 0.65 Ⅰ19.4 1.00

1.00 1.00 1.00

0.200

評点

100.0

⑦凍害

計測数

0.74

◆参考評価

⑩被災履歴

被災履歴

被災(土砂災害、地滑り)

被災(震度6強以上の地震)

過積載

不同沈下

表面劣化

調査項目

漏水

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

不要

調査結果

不要

不要

なし

なし

該当 再評価の要否

被災(火災)面積5%以上

0.41

23.0

-8.0

(屋内6)

⑦

凍

害

計算に用いる係数（計算式：白山式）

調査位置

中性化

速度

係数Ai

中性化

残り

mm

21.6

計算値

mm

評価

Ⅰ

δ ε W/C

鉄筋

深さ

2.00 1.30 0.65100.0

残存

耐用

年数

中性化

深さ

mm

海岸からの距離

0.32

ひび割れ

評価用面積

㎡

43.932

設計基準

強度比

102.8

推定強度比

109.5

健全性調査時

推定強度

366.1

100年以上

100年以上

中性化残り＝0mm

になるまでの年数

(屋外の評価に使用)

塩化物量（可溶性塩分量）

Ⅲ

Ⅲ

④

ひ

び

割

れ

⑤

塩

化

物

量

⑥

環

境

条

件
表

面

劣

化

耐

震

性

の

再

検

証

不

同

沈

下

調

査

年

月

時

の

経

過

年

数

　

　

期

待

耐

用

年

数

　

　

(

圧

縮

強

度

)

　

　

期

待

耐

用

年

数

　

　

(

鉄

筋

腐

食

度

)

　

　

期

待

耐

用

年

数

　

　

(

塩

化

物

量

)

年 年 年

　

　

期

待

耐

用

年

数

　

　

(

中

性

化

)

Ⅱ Ⅲ

Ⅲ

1760

250m以上(その他)

2.5%

評価

評価

⑧被災履歴

0.6以上1.2kg/㎥未満 1.20kg/㎥以上

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅰ

該当

20.0

mm未満

鉄筋深さ

mm未満

mm未満

mm未満

測定数の合計

33

5

(屋内5)

(屋内8)

廊下 25.015.040.0

(屋内7)

2.0

mm未満

2.5

期待耐用年数

耐震診断時

推定強度

コアによる圧縮強度

19.7

階

1

59.0

14.7

5.0 ≦

0.75

26.4

0.0

第2理科室

35.3

建物名称

(棟番号)

－

判定

>

89.0 30.0

40.0 4.7

40.0 45.5

40.0 32.5 7.5

mm

4.0

-5.5

60.0 29.0 31.0

3.00

0.100

②中性化

100年以上

(屋外)

(屋内1)

屋外

普通教室（会議室）

1.00

(屋内4)

中性化残り－20mm

になるまでの年数

(屋内の評価に使用)

1.00

α

検討位置

2.0 98.0

48.8

3.5 0.64

評価

⑤塩化物量

0.60kg/㎥未満

0.6以上1.2kg/㎥未満

1.20kg/㎥以上

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

0

0

3

評価

Ⅲ

計測数

構造体健全性

日常安全性

残存耐用年数

73.3

79.9

100.0

1.00

屋内

100

100

100

100

100

100

100

100年以上

(屋内3) 階段室 40.0 42.0 -2.0 2.5 -4.5 0.40 100年以上

(屋内2) 職員室

参考評価

　

　

総

合

評

価

　

　

日

常

安

全

性

　

　

構

造

体

健

全

性

総合評価耐用年数

残

存

耐

用

年

数

（

採

用

値
）

年

屋外

RC躯体の

見付面積

㎡

ひび割れ評価用

面積の割合

Ⅱ

年

施設名称を記入

評価項目

0.60kg/㎥未満

250m以内(腐食性環境)

塩化物量（可溶性塩分）

100.0

評点

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ 0.075

評価 重み係数

①圧縮強度

年以上

年以上

年以上

100 年以上

0.83

1.00

40 年以上

11.1%

1.7%

腐食度評価用の

見付面積の合計

---------------------

RC躯体の見付

面積の合計

評価

0 4 0 0 － － －

129.2 Ⅱ

0

③鉄筋腐食度

mm未満

mm未満

調査位置

0

153

80

測定数 割合

割合測定数

40

15

9

8

5

5

3

1 2.5%

7.5%

12.5%

12.5%

20.0%

22.5%

37.5%

100.0%

51.5%

26.9%

297

271

253

100.0%

91.2%

85.2%

8

Ⅰ ⅤⅣ

0.00%

50%

50%

1501.6

屋外

屋内

30.0

29.0

59.0

87.5

12.5

鉄筋の腐食割合（上限値）

残存耐用年数時の

不良部の割合

一般部の割合　

鉄筋深さ（一般部の下限値）

仕上げ厚さ（平均）　

かぶり厚さ（設計）　　

15.0 %

残存耐用年数の

計算に用いる鉄筋深さ
60 mm

かぶり厚さ（設計） 30.0

仕上げ厚さ（平均） 34.1

鉄筋深さ（一般部の下限値） 65.0

鉄筋深さ（一般部の割合） 34.3

鉄筋深さ（不良部の割合） 65.7

残存耐用年数時の
15.0 %

鉄筋の腐食割合（上限値）

残存耐用年数の
40 mm

計算に用いる鉄筋深さ

214 72.1%

0

0

1

4

43.9

1760.0 7.3%

調査結果

（腐食グレードの測定数）
腐食グレード

Ⅳ～Ⅴの割合

【ア】

RC躯体の

見付面積

【イ】

0

ⅢⅡ

年以上

圧縮強度

鉄筋腐食度

塩化物量

中性化による残存耐用年数

60

60

60

圧縮強度
中性化

(屋外)

中性化

(屋内)

鉄筋

腐食度

ひび割れ塩化物量

環境

条件

凍害

被災

履歴

構造体

健全性

日常安全性

期待

耐用

年数

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110



25 
 

図 長寿命化改修のイメージ（宮地区公民館の事例） 

 

現状 

 

 

 

 

長寿命化改修後 
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長寿命化改修の目的である、耐久性向上、機能・性能向上という視点のもと、平成 31年 9月までに、

学校、公民館、体育館及びその他の 4つの分類ごとの、佐世保市における長寿命化改修の整備レベルを

とりまとめることとしています。 

 整備レベルの設定にあたっては、コンクリートの中性化対策や鉄筋の腐食対策などの構造躯体の経年

劣化を回復するものや、耐久性に優れた仕上材へ取り替えることなど、建物を将来にわたって長く使え

る仕様を部位ごとに検討しています。 

 また、機能・性能面でも、バリアフリー化や省エネルギー化に加えて施設の用途ごとに求められてい

る機能を可能な限り充実させ、財政面でも、これまで実施してきた改修と比較すると、イニシャルコス

トは増大することがあっても、その後のランニングコストが減少し、結果としてライフサイクルコスト

が安価となる仕様を選定するなど、今後対象施設約 620棟を効果的・効率的に改修できるよう配慮しま

す。 

 なお、長寿命化改修の実施にあたっては、この整備レベルに基づき、施設の整備を進めることとして

おりますが、同種用途の新築の場合にも適用できるため、今後は、仕様の統一化により保全管理の効率

化を図るとともに、施設間の不均一・不平等を解消することにつながります。 

 

表 長寿命化改修にかかる整備レベル 
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（６） 中規模改修について 

長寿命化改修からおおむね 20 年経過した時点で、経年により通常発生する損耗、機能低下に対する

復旧措置に加え、必要に応じて社会的要求も一部反映させ、中規模改修を実施します。 

 中規模改修では、以下の整備基準を想定しています。 

 

表 中規模改修にかかる整備レベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７） 建替えについて 

次のいずれかの耐用年数を迎えた施設は、建替えを実施します。 

 

表 耐用年数の考え方 

物理的な耐用年数 
健全性調査によって、施設の残存寿命が短く長寿命化には馴染まないと判断される場

合。 

経済的な耐用年数 
現存する施設を維持管理する方が建替えよりライフサイクルコストにおいて高額と見込ま

れる場合。 

機能的な耐用年数 

現存する施設が、時代の変化などにより社会的な機能的要求に対応できなくなった場合。 

ただし、「社会的な機能的要求」については、佐世保市における必要な機能的水準を用途

ごとに定めたうえで、不足している機能を明確にすること。 
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４－３ 第１期保全実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途 施設名 棟名 構造 建築
年度 延床面積 2019 2020 2021

校舎 RC 1979 4,523.00 健全性評価

渡廊下 S 1979 186.00 健全性評価

校舎 RC 1980 702.00 健全性評価

校舎Ａ RC 1975 3,632.00 基本構想 基本設計

校舎Ｂ RC 1975 1,804.00 基本構想 基本設計

渡廊下 RC 1975 670.00 基本構想 基本設計

渡廊下 RC 1975 208.00 基本構想 基本設計

校舎Ａ RC 1959 1,552.00 健全性評価

校舎Ｂ RC 1963 1,837.00 健全性評価

校舎Ａ RC 1959 2,105.00 健全性評価

校舎Ｂ RC 1985 1,704.00 健全性評価

便所 RC 1985 144.00 健全性評価

校舎 RC 1979 3,365.00 健全性評価

便所棟 RC 1989 136.00 健全性評価

校舎 RC 1969 1,966.00 基本構想 基本設計

校舎 RC 1966 1,966.00 基本構想 基本設計

校舎 S 1979 320.00 基本構想 基本設計

校舎 RC 1985 1,148.00 基本構想 基本設計

校舎 RC 1960 2,968.00 基本設計 実施設計
長寿命化改修工事

（1/2年目）

校舎 RC 1960 1,267.00 基本設計 実施設計
長寿命化改修工事

（1/2年目）

校舎 S 1970 320.00 基本設計 実施設計
長寿命化改修工事

（1/2年目）

渡廊下 LS 1979 168.00 基本設計 実施設計
長寿命化改修工事

（1/2年目）

校舎 RC 1980 648.00 基本設計 実施設計
長寿命化改修工事

（1/2年目）

黒島支所 RC 1972 225.86 基本構想 基本設計 実施設計

黒島地区公民館 S 1987 131.55 基本構想 基本設計 実施設計

黒島支所 RC 1972 160.50 基本構想 基本設計 実施設計

湯沸室 S 1982 10.00 基本構想 基本設計 実施設計

公民館 黒島地区公民館

黒島支所支所・行政センター

第１期（～2021）期間中に設計等に着手予定のものを記載しています。

山澄中学校
（Ｈ30健全性評価済）

小学校

中学校

皆瀬小学校

清水中学校
（Ｈ30健全性評価済）

天神小学校

福石小学校

港小学校
（Ｈ30健全性評価済）

健全性評価結果によ
り、以降の取組みを
検討

健全性評価結果によ
り、以降の取組みを
検討

健全性評価結果によ
り、以降の取組みを
検討

健全性評価結果によ
り、以降の取組みを
検討

山手小学校
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第５章 将来費用推計と削減効果 

５－１ 将来費用推計と削減効果 

従来通り建替えにより対応していく場合の今後の投資的経費は 86.5 億円/年（3 ページ参照）と試算

していますが、第 4章の保全実施計画に基づき従来の「建替え」から「長寿命化」に取組むことで 33.0

億円/年の削減が見込まれ、その結果、投資的経費は 53.5億円/年になると試算されます。 

さらに、第 3章の適正配置実施計画の取組みを実施することで、投資的経費は 50.0億円/年まで抑制

できると見込んでいます。 

ただし、基本計画の策定時において、過去 10 年間における投資的経費の平均 45.8 億円/年であった

ことから、53.5億円/年との差分の 7.7億円/年（14.4％）を削減目標の設定における一つの参考として

います。そのため、この差を埋めるべく第 2期以降の適正配置実施計画において取組みを加速し、更な

る削減が求められます。 

 

図表 将来費用推計と削減効果 

 
投資的経費の 

将来費用推計 

全て長寿命化する場合との差 

金額 割合 

従来通り建替え 86.5億円/年 － － 

長寿命化 53.5億円/年 － － 
    

第 1期適正配置実施計画の取組みを実施 50.0億円/年 ▲3.5億円/年 ▲6.5％ 

 内
訳 

平成 29年度までの取組み － ▲2.2億円/年 ▲4.1％ 

平成 30年度の取組み － ▲0.2億円/年 ▲0.4％ 

本計画の実施に基づく取組み － ▲1.0億円/年 ▲1.9％ 

      

過去 10年間における投資的経費の平均 45.8億円/年 ▲7.7億円/年 ▲14.4％ 

※ 内訳は端数処理により合計と一致しない場合があります。 
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第６章 今後の課題 

６－１ 財源について 

（１） 国県補助金や起債の活用 

各機能ごとに定められた国または県補助金を活用するとともに、これに基づく地方債若しくは公共施

設等適正管理事業債等の制度を活用していきます。 

 

（２） 基金の活用について 

 施設の維持保全にかかる後年度の負担軽減を前提として、必要に応じ施設整備基金等を活用できるも

のとしますが、実施後において経費削減の効果額や土地などの資産処分により生じた収入を、基金へ積

み戻すことにより、将来にわたって基金活用により事業の継続を下支えするサイクルの構築を検討しま

す。 

 

６－２ 用途を廃止した施設の有効活用 

用途を廃止した施設を民間へ売却することで、維持管理経費の削減や、売却収入、固定資産税など財

源の確保につながるのみならず、民間の施設の建設や、分譲住宅等への開発等により、新たな民間のサ

ービスの提供や雇用の創出といった波及効果も期待されることから、廃止後に利用見込みが無く、遊休

資産と判断された施設については、資産活用基本方針に基づく類型化判定注1を行い、民間活用を図るも

のとします。 

ただし、各地域の中心的な施設や規模が大きい施設で、民間活用を図ることによる地域に与える影響

が大きいと見込まれる場合は、地域住民と意見を交わしながら用途廃止等の検討に併せてその後の有効

活用策も検討します。 

 

６－３ 基準の設定と施設整備の平準化 

 第 1期適正配置実施計画では、遊休施設や遊休スペースの解消によるムダの削減をテーマとして重点

的に取り組むこととしておりますが、今後第 2期以降の計画策定に向けて、短期的には、将来の人口推

計を見越して、各用途機能に応じた基準を設定し、規模の是正を図るなど更に踏み込んだ取組みへ進め

ていく必要があります。その上で、長期的には高度経済成長期において急速に施設の建設が続いたこと

に起因する老朽化の偏りを平準化できるよう、いかに調整していくかが大きな課題となります。 

 

６－４ 情報管理の精度及び効率の向上 

（１） 施設情報の一元管理 

現状では、施設情報を管理するものとして、固定資産台帳や学校施設台帳など、目的に応じて個別に

管理を行っています。 

本実施計画の基礎となる施設情報についても独立したデータとして管理しており、今後、約 3,000も

                             
注1 資産活用基本方針において遊休資産は最も効果的な手法により処分することしており、その手法は「利活用可能試
算」「売却推進資産」「運用推進資産」「利活用推進資産」の 4 つの類型の中のいずれかに判定することとしています。 
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の建物における正確な情報を効率的に管理するためには、施設情報の一元管理について検討する必要が

あります。 

 

（２） 保全情報の正確な把握と効率的な管理 

最小の予算で最大の効果をあげることを前提として、施設の安全性や機能性を保つためには、改修が

必要な部位、必要な費用、その時期を明確にすることが必要です。 

 そのためには、施設の劣化状況や改修履歴などの保全情報を正確に把握し、効率的に管理することが

必要不可欠です。 

 今後、長期に渡って業務を継続的に実施していくためには、保全情報を管理するためのシステムの導

入について検討する必要があります。 
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資料編 

資料１ 策定の経過 

（１） ワークショップの開催 

 平成 29年 7月から 11月にかけて、北部エリア（吉井、世知原、小佐々、江迎、鹿町の５地域）の公

共施設を対象にワークショップを開催しました。ワークショップとは、参加者同士がお互いに意見やア

イデアを出し合い、議論を深める手法です。参加者はグループに分かれ、第三者であるファシリテータ

ー（進行役）の進行で、役職や年齢等に関わらず、平等・対等な立場でご意見を出し合っていただきま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回 ワークショップ 

日  時：平成 29年 7月 13日（木）19 時～21時 

場  所：江迎地区文化会館インフィニタス 

参加者数：20名 

【議題】 ・ ワークショップの進め方について 

・ 公共施設の現状と今後について懸念すること 

第２回 ワークショップ 

日  時：平成 29年 8月 21日（月）19 時～21時 

場  所：江迎地区文化会館インフィニタス 

参加者数：21名 

【議題】 ・ 北部エリアの公共施設の課題の整理 

・ 課題解決のために必要な取組み 

第３回 ワークショップ 

日  時：平成 29年 9月 27日（水）19 時～21時 

場  所：江迎地区文化会館インフィニタス 

参加者数：19名 

【議題】 ・ 用途別の今後の方向性の検討 

第４回 ワークショップ 

日  時：平成 29年 11月 6日（月）19 時～21時 

場  所：江迎地区文化会館インフィニタス 

参加者数：22名 

【議題】 ・ 再編の具体案について検討 
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（２） 意見交換会の開催 

 本計画策定にあたり、平成 30年 1 月から 11 月にかけて、中央公民館を除く 27地区公民館において、

参加者に制限を設けず、様々な立場により幅広くご意見を頂く機会として、意見交換会を開催しました。

全 33回開催し、合計 474名の方にご参加いただきました。 

 

表 意見交換会開催実績 

開催日時 会場 開催日時 会場 

平成 30年 1月 18日 江迎地区公民館（第 1回） 8月 7日 宮地区公民館 

1月 19日 鹿町地区公民館（第 1回） 8月 22 日 早岐地区公民館 

1月 23日 小佐々地区公民館（第 1回） 8月 24 日 柚木地区公民館 

1月 24日 吉井地区公民館（第 1回） 8月 28 日 中里皆瀬地区公民館 

1月 25日 世知原地区公民館（第 1回） 10月 9日 清水地区公民館 

2月 14日 江迎地区公民館（第 2回） 10月 12 日 九十九地区公民館 

2月 15日 鹿町地区公民館（第 2回） 10月 16 日 中部地区公民館 

2月 19日 小佐々地区公民館（第 2回） 10月 18 日 宇久地区公民館 

2月 20日 世知原地区公民館（第 2回） 10月 22 日 日宇地区公民館 

2月 22日 吉井地区公民館（第 2回） 10月 24 日 崎辺地区公民館 

7月 4日 相浦地区公民館 10月 29 日 南地区公民館 

7月 10日 黒島地区公民館（第 1回） 10月 31 日 西地区公民館 

7月 13日 広田地区公民館 11月 2日 愛宕地区公民館 

7月 18日 針尾地区公民館 11月 6日 山澄地区公民館 

7月 20日 三川内地区公民館 11月 13 日 北地区公民館 

7月 25日 大野地区公民館 11月 20 日 江上地区公民館 

8月 2日 黒島地区公民館（第 2回）   

 注 1） 吉井、世知原、小佐々、江迎、鹿町、黒島の各会場においては必要に応じて 2回開催した。 

 注 2） 愛宕地区公民館においては、参加者少数だったことから、意見交換会の開催に代えて、愛宕地区 

自治協議会正副会長会への説明及び意見聴取を行った。 
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資料２ 市民意識アンケート調査結果報告 

佐世保市の公共施設の老朽化問題をはじめとした諸問題や様々な課題、これらを解決するための対応

策等について、市民の意識や関心を的確に把握・分析し、今後の再編事業の推進へ繋げていくため、平

成 31 年 1 月～2 月にかけて、無作為に抽出した 18歳以上の佐世保市民 3,500 名の方々を対象に「公共

施設の老朽化問題等に関する市民アンケート調査」を実施しました。（回収件数 1,381、回収率 39.5％） 

ここでは、そのうち、いくつかの問について、その回答結果をご紹介します。 

 

問. 佐世保市の公共施設の老朽化問題等について知っていますか 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設の老朽化問題等についてはじめて知ったという方が、４割にものぼることがわかりました。 

 

問. 現在、佐世保市では公共施設の老朽化問題等に対応するため方法の１つとして、施設の集約化や複

合化等により保有量の削減を進めています。このような取組みに関して、あなたのお考えをお聞きしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の集約化や複合化等による施設保有量の削減について、９割の人が賛成（賛成である＋やむを得

ない）を示す結果となりました。 
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問. 公共施設の老朽化問題等への対応策について、「施設集約化 ・複合化」以外の対応策について、あ

なたが実施すべきであると考えるものについて、お尋ねします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「施設集約化・複合化」以外の対応策について、「利用料金、税の引上げ」が最も少なく、「運営方法の

見直し」が最も多い結果となりました。 

 

 

アンケート調査の結果、佐世保市の老朽化問題等に関しては、まだまだご存じでない方々が多くおら

れることがわかりました。また、本市では、その老朽化問題等に対応するため、「施設の集約化・複合化」

を大きな柱のひとつとして事業を進めていますが、これについては、９割の方々からも賛成あるいはや

むを得ないというご回答を頂きましたものの、これ以外の対応策としては、運営方法の見直しへの賛成

が最も多く、利用料金、税の引下げについては賛成者が少ない結果となりました。 

 

公共施設の老朽化問題等の解決にあたっては、市民全員が、施設の利用者のみではなく、ひとりの納

税者として、真剣に向き合うことが必要です。今後は、この再編事業に関して、これまで以上に、市民

の方々との情報の共有、対話を通じて、進めてまいります。 

 

 

※ここでいう「佐世保市の公共施設の老朽化問題等」とは、①佐世保市の公共施設の一斉老朽化 ②多

額の建替え費用の発生 ③人口減少・少子高齢化による市税の減収や社会保障関連経費の増加 を指し

ます。  
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資料３ 適正配置実施計画（エリア別） 

資料２－１ 佐世保中央エリア 

資料２－１－１ スポーツ施設 

（１） スポーツ施設（グラウンド系） 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021年度 

1 中央公園 1962 191㎡ 
用途変更（グラウンドから屋内遊び場等へ） 

－ 実施設計・建設工事 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

資料２－１－２ 子育て支援施設 

（１） 幼稚園 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021年度 

1 天神幼稚園 1966 567㎡ 
機能廃止 

－ 機能廃止 － 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

資料２－１－３ その他施設 

（１） 観光・レジャー施設 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021年度 

1 交通公園センター 1972 793㎡ 
用途変更 

用途変更 － － 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

（２） 消防施設 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021年度 

1 消防団第１１分団格納庫 1978 116㎡ 
第１２分団格納庫と集約化 

－ 実施設計 建築工事 

2 消防団第１２分団格納庫 1973 123㎡ 
第１１分団格納庫と集約化 

－ 実施設計 建築工事 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

（３） その他 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021年度 

1 文化財整理室 1962 695㎡ 
施設廃止 

－ 改修工事・移転 － 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 
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資料２－２ 相浦エリア 

資料２－２－１ その他施設 

（１） 宿舎（公舎） 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021年度 

1 黒島小中学校教員住宅 1968 904㎡ 
戸数の縮小 

設計・解体 建築工事 外構工事 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

（２） その他 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021年度 

1 浅子町梶の浦地区公衆便所 1994 5㎡ 
機能廃止 

機能廃止 － － 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

資料２－３ 北部エリア 

資料２－３－１ 学校等教育施設 

（１） 小学校 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021 年度 

1 世知原小学校（屋内運動場） 1974 700㎡ 

世知原地区公民館体育室と複合化し、公民館講堂を併設
した施設を整備（実施中） 

実施設計 建築工事 
旧屋内運動場解体 

外構工事 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

資料２－３－２ 文化交流施設 

（１） 公民館 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021 年度 

1 吉井地区公民館 1971 2,805㎡ 
吉井支所との複合化（実施中） 

建築工事 
移転 

旧公民館解体 
－ 

2 世知原地区公民館（体育室） 1970 963㎡ 

世知原小学校屋内運動場と複合化し、公民館講堂と小
学校屋内運動場を併設した施設を整備（実施中） 

実施設計 
旧公民館解体 

建築工事 － 

3 

小佐々地区公民館 1980 1,467㎡ 
小佐々支所へ複合化 

基本構想 実施設計 移転 

 伝習館 1993 166㎡ 
小佐々支所へ複合化 

基本構想 実施設計 移転 

4 江迎地区公民館 1973 1,121㎡ 
江迎支所と複合化 

基本構想 基本設計 実施設計 
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5 

鹿町地区公民館 1979 1,902㎡ 
鹿町支所を複合化 

改修工事 － － 

 歴史民俗資料室 1984 478㎡ 
一部機能を鹿町地区公民館へ複合化 

移転 － － 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

（２） 博物館・資料館 

施設名 
現状 第 1 期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021 年度 

1 小佐々郷土館 1988 352㎡ 
小佐々支所へ複合化 

基本構想 実施設計 移転 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

資料２－３－３ スポーツ施設 

（１） スポーツ施設（グラウンド系） 

施設名 
現状 第 1 期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021 年度 

1 世知原野球場 1982 156㎡ 

部分的施設解体 
多目的運動広場へ変更 

－ 解体工事 － 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

資料２－３－４ 保健福祉施設 

（１） 保健福祉施設 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021年度 

1 江迎高齢者生活福祉センター 2005 477㎡ 
民営化 

民営化に向けた検討、準備 

2 江迎特別養護老人ホーム老福荘 2005 5,511㎡ 
民営化 

民営化に向けた検討、準備 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

資料２－３－５ 支所等施設 

（１） 支所・行政センター 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021 年度 

1 小佐々支所 1999 2,973 ㎡ 
小佐々地区公民館、伝習館、郷土館を複合化 

基本構想 実施設計 改修工事 

2 吉井支所 1966 1,360 ㎡ 
吉井地区公民館と複合化（実施中） 

建築工事 移転 － 

3 江迎支所 1970 1,778 ㎡ 
江迎地区公民館と複合化 

基本構想 基本設計 実施設計 
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4 鹿町支所 1959 1,581 ㎡ 
鹿町地区公民館へ複合化 

改修工事・移転 － － 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

資料２－３－６ その他施設 

（１） その他 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021年度 

1 橋ノ元バス停横公衆便所 1968 6㎡ 
機能廃止 

機能廃止 － － 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

資料２－４ 宇久エリア 

資料２－４－１ スポーツ施設 

（１） スポーツ施設（グラウンド系） 

施設名 
現状 第 1 期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021 年度 

1 エビスヶ丘公園 1968 0㎡ 

宇久野球場、宇久陸上競技場の集約化に伴う 
必要設備の整備 

－ 改修工事 － 

- 宇久野球場 1999 599㎡ 
エビスヶ丘公園へ集約化（H34年度以降） 

－ － － 

- 宇久陸上競技場 2000 222㎡ 
エビスヶ丘公園へ集約化（H34年度以降） 

－ － － 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

資料２－４－２ その他施設 

（１） 宿舎（公舎） 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021年度 

1 宇久小教員住宅 1971 952㎡ 
戸数の縮小 

－ 解体 － 

2 宇久中教員住宅 1972 867㎡ 
戸数の縮小 

－ 実施設計 建築工事 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 

 

資料２－５ 市外エリア 

資料２－５－１ その他施設 

（１） 宿舎（公舎） 

施設名 
現状 第 1期（～2021）における実施内容 

建築年度 延床面積 2019年度 2020年度 2021年度 

1 東京事務所公舎 1970 199㎡ 
機能見直しのうえ、施設廃止 

－ － 計画策定 

※複数の棟がある施設の場合、建築年度は最も古い棟、延床面積は合計を記載しています。 
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